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（電子提供措置の開始日）2026年５月29日

株 主 各 位
熊本市中央区水前寺３丁目９番５号

代表取締役社長 茂森　拓

当社ウェブサイト

https://www.yamax.co.jp/

上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」

「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に

「ヤマックス」又は「コード」に当社証券コード「５２８５」を入力・検

索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書

類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

第63回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので

ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ

ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確

認くださいますようお願い申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下のウェブサイトからもご確
認いただけます。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって

議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類を

ご検討のうえ、2026年６月22日（月曜日）午後５時30分までに議決権を行使して

くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2026年６月23日（火曜日）午前10時30分

　　　　（受付開始時間：午前９時30分）

２．場 所 熊本市中央区大江２丁目７番１号
公益財団法人熊本県立劇場　演劇ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第63期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件

２. 第63期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算

書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 補欠取締役１名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

　３ページ及び４ページ記載の議決権行使についてのご案内をご参照くださ

い。

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行

使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブ

サイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲

載いたします。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受

付にご提出ください。

次ページの案内に従って、

議案の賛否をご入力くださ

い。

議決権行使書用紙に議案に

対する賛否をご表示のう

え、ご返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月23日（火曜日）

午前10時30分（受付開始:午前９時30分）

2026年６月22日（月曜日）

午後５時30分入力完了分まで

2026年６月22日（月曜日）

午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１、２、３号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

※議決権行使書用紙はイメージです。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

・インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議
決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、
議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がな
い場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力するこ

となく議決権行使ウェブサイトにログインする

ことができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場

合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

 0120-768-524
（受付時間　年末年始を除く9:00～21:00）
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、堅調な企業業績や雇用・所得環

境の改善、インバウンド需要の増加を背景に緩やかな回復基調が見られたも

のの、国内の政治情勢に伴う今後の政策動向が注目される中、中東地域の緊

迫化に伴う原油供給リスクや物価上昇に伴う実質賃金の低下、金利・為替の

変動といった要因により、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしま

した。

　当社グループを取り巻く経営環境におきましては、国土交通省の2025年度

当初予算が前年度と同水準にて決定された中、「国民の安全・安心の確保」

を始めとする基本方針の実現を図るべく「公共事業の適格な推進」が掲げら

れ、建設業界の人手不足や生産性の向上に対し有効活用が期待されているプ

レキャスト工法（工場で製造したコンクリート製品を現場にて施工する工

法）の推進も活発な動きとなりました。また、防衛省の2025年度当初予算は

前年度比9.7％増となっており、九州・沖縄方面をはじめ当社の事業エリア

である関東・東北地区でも防衛省関連事業がこれまで以上に期待される状況

下で推移いたしました。さらに、埼玉県八潮市での道路陥没事故でも注目さ

れた老朽化した下水道施設の整備なども、今後重要な社会課題になると推測

されております。そのほか、当社の本店所在地である熊本県内では、半導体

関連産業の集積に伴う産業用地の整備や周辺道路の交通渋滞改善に向けた道

路整備などの公共事業投資も多く計画が進んでおります。

　このような状況のもと、当社グループは、建設業界の人手不足や働き方改

革に対応できるプレキャスト工法の需要増を見据えて営業体制及び製品供給

体制の強化を推進するとともに、需要の増加が見込まれる防衛省関連事業に

対応する「防衛チーム」を組織化し、全事業エリアにチームメンバーを配置

することで確度高い情報収集を行い、技術本部や製造部門と連携し、高い設

計力や高品質な製品など求められるニーズにも応えるべく、全社を挙げて注

力してまいりました。また、雇用・所得環境の改善を目的とした賃金の上昇

に加え、物価上昇圧力による原材料並びに資材・経費の価格上昇や高止まり
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も継続することが予想されることから、これらに伴うコストアップへの対処

として、利益率の改善や販売価格への転嫁にも取り組んでまいりました。

　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は261億４千８

百万円（前期比11.4％増）、営業利益は29億１千８百万円（同6.6％増）、経

常利益は29億４千５百万円（同7.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

は20億７千万円（同5.1％増）となりました。

　なお、事業別の業績は、次のとおりであります。

（土木用セメント製品事業）

　当連結会計年度におきましては、大型コンクリート構造物のプレキャ
スト化の普及拡大を推進すべく、継続的かつ意欲的な営業活動を展開す
るとともに、国や各地方自治体による防災・減災、国土強靭化に向けた
施策にも適宜対応し、防衛省関連事業に対しては、専任の「防衛チー
ム」を中心に、より確度の高い情報収集を図りながら、積極的な取り組
みを進めてまいりました。また、南九州地区での営業拠点として宮崎県
に「南九州営業部」を新設し、営業エリアの拡大を行うとともに、自社
製造品の売上割合増加による利益率の改善を目指し、営業部門と製造部
門との連携を一層強化しながら、製品供給体制の充実、製造工程の効率
化及び利益率の向上に継続して注力いたしました。
　この結果、売上高は167億８千８百万円（前期比4.0％増）、営業利益
は32億５千９百万円（同7.1％増）となりました。

（建築用セメント製品事業）

　当連結会計年度におきましては、建設現場における人手不足の常態化
や働き方改革による「４週８休」体制の浸透が進む中、これらの課題に
対応可能な建築用コンクリート製品の特長を活かした営業活動を進めて
まいりました。また、品質の更なる向上を図ることで「クレームゼロ」
を達成する生産体制の確立を目指すとともに、安定的な受注の確保によ
る工場生産量の平準化を徹底し、労務費の上昇や資材価格の高騰などに
よるコストアップを吸収すべく、原価の低減にも継続して注力いたしま
した。
　当事業の業績につきましては、沖縄地区における大型案件が大きく寄
与したことから、売上・利益ともに伸長いたしました。なお、当該案件
につきましては、同業他社への外注対応となり利益率は低下いたしまし
たが、当事業における売上高は85億２千３百万円(前期比35.7％増)、営
業利益は８億１千１百万円（同14.6％増）となりました。

（その他の事業）

　当連結会計年度におきましては、物価高や金利上昇、さらには半導体
工場周辺における地価高騰などにより、消費者の住宅購買意欲に懸念が
生じる厳しい経営環境が続く中、同業他社との差別化を図る商品の構築
に努めるとともに、広告宣伝活動や紹介活動の強化、並びに安定的な自
社分譲地の仕入れと販売促進に注力いたしました。また、住宅価格や住
宅ローン金利の上昇を背景に、新築住宅から既存住宅のリフォームや中
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（事業別売上高） （単位：百万円）

事　業　区　分

第　62　期 第　63　期

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

自　2025年４月１日
至　2026年３月31日

金 額 比 率 金 額 比 率

土木用セメント製品事業 16,149 68.8％ 16,788 64.2％

建築用セメント製品事業 6,280 26.8％ 8,523 32.6％

そ の 他 の 事 業 1,040 4.4％ 836 3.2％

合　　　　計 23,469 100.0％ 26,148 100.0％

古住宅の購入へと消費者ニーズがシフトする動きが見られる中、リフォ
ーム市場への対応を強化し、積極的に取り組んでまいりました。
　当事業の業績につきましては、各種許認可に係る行政手続きの長期化
や建設資材の供給不安定等の影響により、引き渡しまでの期間が長期化
する傾向にあるなか、当初当年度中に引き渡しを予定していた案件の一
部が翌期へずれ込んだことから、売上高は８億３千６百万円（前期比
19.6％減）、営業損益は２千６百万円の損失（前期は２千１百万円の利
益）となりました。

② 設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資は、製造設備の維持・整備を中心に実

施し、その結果、設備投資額は７億４千３百万円となりました。

　土木用セメント製品事業においては、３億５百万円の設備投資を実施い

たしました。その主なものは、島原工場のミキサープラント更新９千７百

万円、松橋工場の12ｔフォークリフト取得１千６百万円、その他、生産を

維持するための型枠であります。

　建築用セメント製品事業においては、４億３千万円の設備投資を実施い

たしました。その主なものは、長洲工場の建屋増築１億９千８百万円、埼

玉工場の60ｔラフタークレーン取得６千３百万円、埼玉工場の骨材用操作

盤更新２千５百万円であります。

　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却､売却等はありません｡

③ 資金調達の状況

　当連結会計年度において、増資及び社債発行等による資金調達は行って

おりません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。
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⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。
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区　　　　分
第 60 期

2023年３月期
第 61 期

2024年３月期
第 62 期

2025年３月期

第 63 期
(当連結会計年度)
2026年３月期

売 上 高 (百万円) 18,031 20,807 23,469 26,148

経 常 利 益 (百万円) 830 1,834 2,733 2,945

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 540 1,297 1,969 2,070

１株当たり当期純利益 （円） 56.19 134.65 203.58 213.65

総 資 産 (百万円) 15,111 18,620 17,939 16,814

純 資 産 (百万円) 5,765 6,991 8,622 10,157

１株当たり純資産 （円） 598.54 725.80 889.55 1,047.90

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により、また、１株当たり純資産

は、期末発行済株式総数により算出しております。なお、これらは自己株式数控除後

の発行済株式総数により算出しております。

２．１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産の算定上の基礎となる期中平均株式数及

び期末株式数には、その計算において控除する自己株式に株式給付信託が保有する当

社株式を含めております。

３. 当社は、2022年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ったた

め、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産については、第60期（2023年３月

期）の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 事　業　内　容

株式会社東北ヤマックス 30百万円 100.00％
土木用・建築用コンクリー
ト二次製品の製造、販売等

株式会社ＨＯＣヤマックス ８百万円 50.00％
土木用コンクリート二次
製品の販売等

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

　今後の当社グループを取り巻く経営環境につきましては、2025年６月に閣

議決定された「第一次国土強靭化実施中期計画」の着実な推進を行うため、

国土交通省の2026年度当初予算は前年度と同水準にて決定され、防衛省の

2026年度当初予算も前年度比3.9％増となっております。また、当社の本店

所在地である熊本県内では、半導体関連産業の集積に伴う産業用地の整備や

周辺道路の交通渋滞改善に向けた道路整備などの公共事業投資も依然として

多く計画されております。こうした中、建設業界全体において、建設現場に

おける慢性的な人手不足は引き続き大きな課題であり、これに対して省人

化・施工効率化を可能とするプレキャスト工法の需要は今後さらに高まるも

のと認識しております。また、将来の需要の指標となる当社グループの設計

折込案件数およびその額はここ数年で大幅に伸長しており、これらの案件の

発注が今後複数年に亘って本格化する見通しであり、今まで以上に需要が期

待できる状況にもあります。

　このような経営環境を踏まえ、当社グループにおきましては、プレキャス

ト工法の優位性を最大限に活かした提案営業を積極的に推進し、受注拡大に

取り組んでまいります。また、防衛省関連施設整備への需要拡大を見据え、

前年度に組織化した「防衛チーム」を中心にグループ全体で連携を図り、防

衛省関連事業への対応強化を進めてまいります。一方で、雇用・所得環境の

改善を背景とした賃金上昇に加え、原材料・資材価格および各種経費につき

ましても、物価上昇の影響による価格上昇や高止まりが継続するものと想定

しております。このようなコスト上昇局面につきましては、生産性向上や原

価低減活動を通じた利益の改善に努めるとともに、適正な価格転嫁にも継続

的に取り組み、収益力の強化を図ってまいります。

　そのような中、土木用セメント製品事業におきましては、他社との差別化

要因である大型コンクリート構造物のプレキャスト化に関する技術提案力お

よび営業力を活かし、設計折込の拡大に注力するとともに、収益基盤の強化

に向け、中・小型製品群を中心とした一般製品の販売拡大にも積極的に取り

組んでまいります。また、災害関連事業、防衛省関連事業および民間事業に

関する情報収集・分析を推進し、案件への対応力を高めることで、設計・営

業活動の強化を図ってまいります。加えて、自社製造品の売上割合を高める

ことで利益率の改善を進めるとともに、営業部門と生産部門との連携をより

一層強化し、安定した製品供給体制の構築を図りながら、製造効率の向上お

よび収益力の強化に努めてまいります。

　建築用セメント製品事業におきましては、九州地区における半導体関連案

件や再開発事業案件が年度後半以降に本格化することが見込まれるほか、沖

縄地区における防衛省関連案件やホテル建設案件などを含め、今後複数年に

亘って継続的な需要が期待される状況にあります。また、関東地区におきま

しても、マンション建設需要が年度後半以降増加傾向にあるものと見込んで

おり、このような需要を的確に取り込みつつ、採算性や製造効率などを総合

的に勘案し、最適な条件の案件を選別しながら受注拡大を図ってまいりま
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す。加えて、土木用セメント製品事業との情報共有を強化することで、グル

ープ全体として工場稼働の平準化および生産能力の最大活用を推進するとと

もに、製品品質に対する高い目標を維持し、ブランド力の向上にも取り組ん

でまいります。

　不動産関連事業におきましては、物価上昇の長期化に加え、住宅ローン金

利につきましても今後さらなる上昇が想定されるなど、住宅取得環境は引き

続き厳しい状況が続く中、顧客満足度の向上につながる商品およびサービス

の提案に注力するとともに、お客様が自由に見学可能な非対面型見学システ

ム「無人モデルハウス」を導入し、来場機会の拡大および営業効率の向上を

図ってまいります。また、好立地における自社分譲地販売や紹介受注の強化

を推進することで契約率の向上に努めるほか、中古マンションを中心とした

中古住宅再販事業への本格参入を進めるとともに、戸建住宅およびマンショ

ンにおける大規模リフォーム工事の積極的な受注活動を展開し、事業領域の

拡大および収益基盤の強化に取り組んでまいります。

　今後も、コンクリート二次製品の総合メーカーとして、技術力・設計力の

強化による提案営業の推進を通じて、販売シェアの拡大と安定した受注の確

保を図り、強固な経営基盤の確立と持続的な業績の向上を目指してまいりま

す。株主の皆様におかれましては、引き続きご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。
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事 業 区 分 事 業 内 容

土 木 用 セ メ ン ト 製 品 事 業
土木用コンクリート二次製品（道路用製品、景観用製品

等）の製造及び販売等

建 築 用 セ メ ン ト 製 品 事 業
建築用コンクリート二次製品（ＰＣａ床・梁・柱・バルコ

ニー、戸建て住宅用ＰＣａ壁・床）の製造及び販売等

そ の 他 の 事 業
木造住宅等の施工販売、不動産の販売及び宅地の開発など

の不動産関連事業

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

株 式 会 社 ヤ マ ッ ク ス
（ 当 社 ）

本 社 熊本県熊本市中央区水前寺３丁目９番５号

支 店
東京都中央区、福岡県福岡市博多区

沖縄県宜野湾市　全３支店

工 場

熊本県宇城市（２工場）、熊本県玉名郡、

熊本県球磨郡、福岡県みやま市、長崎県雲仙市、

長崎県佐世保市、埼玉県羽生市　全８工場

株式会社福岡ヤマックス 本 社 福岡県福岡市博多区

株式会社東北ヤマックス

本 社 岩手県一関市

支 店 宮城県仙台市宮城野区

工 場 岩手県一関市

株式会社ＨＯＣヤマックス 本 社 長崎県佐世保市

(6) 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
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事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

土木用セメント製品事業 323名 ４名減

建築用セメント製品事業 212 ６名増

そ の 他 の 事 業 17 １名増

全 社 （ 共 通 ） 58 －

合　　　計 610 ３名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

543名 ７名増 43.3歳 14.8年

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は､就業人員（当社グループからグループ外への出向者とパートタイマーを除き､

グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であります。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は、就業人員（当社から社外への出向者とパートタイマーを除き、社外から当社

への出向者を含んでおります。）であります。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 929百万円

株 式 会 社 肥 後 銀 行 439

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 280

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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① 発行可能株式総数 46,000,000株

② 発行済株式の総数 11,580,000株

③ 株主数 6,093名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

茂 森 　 潔 762千株 7.50％

株 式 会 社 麻 生 687 6.77

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 454 4.47

茂 森 　 拓 411 4.05

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 400 3.94

ＵＢＥ三菱セメント株式会社 370 3.64

株 式 会 社 南 日 本 銀 行 240 2.36

江 田 幸 雄 231 2.27

共和コンクリート工業株式会社 220 2.16

株 式 会 社 ナ ル ッ ク ス 200 1.97

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 当社は自己株式を1,432千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す｡

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状

況

　　　　該当事項はありません。

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし
て交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の
状況

該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 茂森　　潔 株式会社東北ヤマックス　代表取締役会長

代表取締役社長 茂森　　拓
西日本事業本部長

株式会社東北ヤマックス　代表取締役社長

取 締 役 副 社 長 森　　將彦
事業本部統括

株式会社東北ヤマックス　取締役副社長

常 務 取 締 役 渡辺　宏之
管理本部長 兼 海外事業推進室長

株式会社東北ヤマックス　常務取締役

取 締 役 浦崎　啓介 東日本事業本部長 兼 西日本事業本部 九州建築事業部長 兼 福岡支店長

取 締 役 木山　伸悟 西日本事業本部 生産統括本部長

取 締 役 森田　芳文 西日本事業本部 営業統括本部長 兼 総合企画室長 兼 工事部長

取 締 役 津留　　清 津留山村法律事務所　所長

常 勤 監 査 役 松山　隆文 株式会社東北ヤマックス　監査役

監 査 役 中島　邦介

監 査 役 井上　　勉 司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センター　代表社員

氏　　名 異　動　後 異　動　前

浦 崎 啓 介

取締役

東日本事業本部　管掌

　兼　西日本事業本部
　　　九州建築事業部長

　兼　福岡支店長

取締役

東日本事業本部長

　兼　西日本事業本部
　　　九州建築事業部長

　兼　福岡支店長

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役　津留清氏は、社外取締役であります。

２. 監査役　松山隆文氏、中島邦介氏並びに井上勉氏は、社外監査役であります。

３ 監査役　松山隆文氏は、1994年４月から2006年６月まで株式会社鹿児島銀行の監査部

長等を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありま

す。

４. 監査役　中島邦介氏は、当社の経理・財務部長等を歴任し、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。

５. 監査役　長岡純生氏は、2025年４月30日をもって当社監査役を辞任いたしました。

６. 当社は、社外取締役　津留清氏及び社外監査役　松山隆文氏並びに井上勉氏を東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

７．2026年４月１日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。
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② 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額としてお

ります。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲

は、当社及び子会社の社外を含む取締役と監査役であり、保険料は当社が

全額負担しております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対し

て提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金が填補される

こととなります。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該責任は填

補されない等の免責事由があります。

④ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の

報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決

議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問

し、答申を受けております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方

針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されている

ことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま

す。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおり

です。

ａ. 基本方針

　取締役の報酬の決定に関しては、公平性・透明性を担保とする決定

プロセスを基本として、経営目標の達成と企業価値の持続的な向上へ

の意欲につながり、かつ、業績に対する報酬として妥当な水準となる

報酬体系とする。

　また、報酬構成は基本報酬、業績連動報酬、株式報酬とするが、監
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督機能を担う社外取締役については、基本報酬のみを支払うものとす

る。

ｂ. 取締役の基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　基本報酬は、月例の固定報酬として金銭で支給するものとし、その

額については、役位、職責、業績並びに社員給与とのバランスを考慮

しながら総合的に勘案し決定する。

ｃ. 取締役の業績連動報酬の内容及び額の決定に関する方針

　業績連動報酬は、賞与として一定の時期に金銭で支給するものと

し、支給の有無及び支給額については、年度の業績（当期純利益）並

びに年度事業計画の達成状況などを総合的に勘案し決定する。

ｄ. 取締役の株式報酬の内容及び額の又は数の決定に関する方針

　株式報酬は、ポイントに応じて退任時に金銭及び株式で支給するも

のとし、付与するポイントについては、中長期的な業績の向上と企業

価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした株式給付信託

（ＢＢＴ）にて定められた役位ごとのポイント（１ポイント＝１株）

とする。

ｅ. 取締役の基本報酬、業績連動報酬又は株式報酬の額の割合の決定に

関する方針

　基本報酬、業績連動報酬の割合については、年度の業績（当期純利

益）並びに年度事業計画の達成状況を指標に業績向上の意識が高まる

構成となるよう考慮し、社外取締役、社外監査役、代表取締役社長、

担当取締役で構成された報酬諮問委員会（委員長は社外取締役）にて

報酬割合の方針を検討する。

　同委員会にて提案された報酬割合の方針を基に取締役会より委任を

受けた代表取締役社長が決定する。

ｆ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき代

表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限内容は各取締役の基

本報酬、賞与の額とする。（株式報酬については対象外）

　報酬等の内容の決定に際し、公正で適宜な報酬額となるよう、社外

取締役、社外監査役、代表取締役社長、担当取締役で構成された報酬

諮問委員会（委員長は社外取締役）に担当取締役が立案作成する報酬

案を諮問し答申を得るものとし、取締役会の委任を受けた代表取締役

社長は、示された答申の内容を基に決定しなければならない。
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区　　分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

業績連動
報酬

株式報酬

取 締 役
（うち社外取締役）

284
(２)

136
(２)

72
(－)

75
(－)

８
(１)

監 査 役
（うち社外監査役）

９
(８)

９
(８)

－
(－)

－
(－)

４
(３)

合 計
（うち社外役員）

293
(11)

146
(11)

72
(－)

75
(－)

12
(４)

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上記には、2025年４月30日をもって辞任した監査役１名を含んでおります。

２. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３. 業績連動報酬にかかる業績指標は、年度の業績（当期純利益）並びに年度計画値の達

成状況などであります。当事業年度の業績連動報酬は、当事業年度における当期純利

益の実績値2,093百万円に加え、当期純利益の計画値2,140百万円に対する達成状況や

子会社の業績を総合的に勘案して算出しております。これらの指標を選定した理由

は、適切な計画設定とその計画達成に伴う年度の業績（当期純利益）達成が、健全な

企業経営及び企業体質の強化、ステークホルダーへの適正な利益配分を可能にするも

のであるとの認識からであります。なお、業績連動報酬額は当事業年度に費用計上し

た金額を記載しております。

４. 株式報酬の割当ての際の条件等は、「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」

のとおりであります。

５. 取締役の報酬限度額は、2024年６月25日開催の第61回定時株主総会において年額300

百万円以内（使用人分給与を除く）と決議をいただいており（当該株主総会終結時点

の取締役の員数は８名（うち、社外取締役は１名））、また、これとは別枠として

2019年６月26日開催の第56回定時株主総会において取締役（社外取締役を除く）に対

する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」における付与

ポイント限度額として１事業年度100,000ポイント以内と決議いただいております

（当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は８名）。なお、株式

報酬額は当年度に費用計上した金額を記載しております。

６. 監査役の報酬限度額は、1995年６月29日開催の第32回定時株主総会において年額50百

万円以内と決議いただいております（当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名

（うち、社外監査役は２名））。

７. 取締役会は、代表取締役社長 茂森拓に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締

役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬の評価配分の決定を委

任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当

部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためでありま

す。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬諮問委員会がその妥当性

等について確認しております。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役　津留　清 当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席

いたしました。企業法務に関する経験と高い見識を有

し、特に企業におけるガバナンスやコンプライアンスの

あり方について客観的かつ独立性の立場から意見を述べ

るなど、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当

性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりま

す。また、報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中

立的な立場で役員報酬の決定方針や個人別の報酬額決定

の過程における監督機能を主導しております。

監査役　松山隆文 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回、監査

役会16回のうち16回に出席いたしました。主に銀行業界

出身の経験及び知見に基づく企業会計の専門的見地か

ら、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための発言を行っております。また、

監査役会においては、常勤監査役として必要な説明を行

うとともに、当社の内部監査等について適宜必要な発言

を行っております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役　津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。当社

は、津留山村法律事務所との間に特別の利害関係はありません。

　また、監査役　井上勉氏は、司法書士法人ヒューマン・サポート法律

支援センターの代表社員であります。当社は、司法書士法人ヒューマ

ン・サポート法律支援センターとの間に特別の利害関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

監査役　中島邦介 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回、監査

役会16回のうち16回に出席いたしました。当社の経理・

財務部長等を歴任した経験及び知見に基づく企業会計の

専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決

定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており

ます。また、監査役会において適宜必要な発言を行って

おります。

監査役　井上　勉 2025年４月30日の就任以降、当事業年度に開催された取

締役会13回のうち12回、監査役会15回のうち14回に出席

いたしました。主に司法書士としての経験及び知見に基

づく会社法及び関連法規に関する専門的見地から、取締

役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための発言を行っております。また、監査役会

において適宜必要な発言を行っております。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

18

(4) 会計監査人の状況

① 名　　　称　　　如水監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人

の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初

に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理

由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及

び運用状況は以下のとおりであります。

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制

　当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要

不可欠であるとの認識にたち、すべての役員及び使用人が公正で高い倫理

観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めてお

ります。

　当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室が定期

的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、す

べての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的

に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規則が適正・妥当である

かを公正不偏に調査・検証することにより、会社財産の保全及び経営効率

の向上に努め、監査結果を代表取締役社長に報告しております。

② 当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関

する体制

　当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、

各取締役及び執行役員が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取

締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」

等に基づき、定められた期間保存しております。また、情報セキュリティ

マネジメントシステムの一環として会社情報に係る規程に基づき、すべて

の情報の管理を行っており、取締役及び監査役が必要な情報を入手できる

体制を構築しております。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、

事前に適正な対応策を準備すること等により、損失の危険を最小限にすべ

く組織的な対応を行っております。

　具体的には、損失の危険即ちリスクの全般的なコントロールを行う部署

として、管理本部内の経理課が担当し、リスク毎に担当部署を定め定期的

に対応策の見直しを行い、リスク管理に関する体制、方針及び施策等を総
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合的に検討して、代表取締役社長（取締役会）に答申することとしており

ます。特に、当社事業の特性上重要度の高いリスクである一定額以上の与

信に係る信用リスクについては、代表取締役社長を議長とする事業推進会

議及び執行役員会において、市場金利の変動等によるリスクについては、

経営企画会議及び取締役会において、それぞれ総合的な判断に基づき管理

しております。

④ 当社の取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制

　当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるた

め、中期経営計画及び単年度の事業計画を策定しており、事業計画を達成

するため、取締役及び執行役員の職務権限と担当業務を明確にし、職務執

行の効率化を図っております。

　また、取締役会の下に代表取締役が議長を務める執行役員会を設けて、

取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うとともに、取締役会から

委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び施策の実施等について審議

し意思決定を行っております。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体

制

　当社は、当社の取締役及び監査役が主要な子会社の経営会議に参加す

ることにより、適切な経営管理を行っております。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社の管理部門と子会社の管理部門間で定期的なミーティングを行

い、事業運営に関する報告と重要事項の事前協議を行う体制を整備して

おります。

ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

　子会社は、事業年度毎に事業計画を策定し、事業計画を達成するた

め、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図っ

ております。
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ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

　子会社に対しては、監査役会及び内部監査室が定期的に監査を実施し

て、業務の適正を確保する体制を整備しております。

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に

おける当該使用人に関する事項

　当社は、設置された内部監査室の室員として、監査役の職務を補助する

使用人を他部署との兼務で配置しております。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対す

る監査役の指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の職務の補助業務の執行においての指揮命令権限は監査役に帰属

しており、人事異動や人事評価に関しても、取締役からの独立性が担保さ

れております。また、当該補助業務を行う使用人の人選に関しては監査役

と事前協議を経た上で人選し、兼務の場合は監査役補助業務を優先して行

うこととしております。

⑧ 当社の監査役に報告するための体制

イ. 当社の取締役及び使用人が監査役に報告する為の体制

　監査役は、取締役会のほか、執行役員会、事業推進等の経営会議、各

種委員会等にも出席し、重要な報告を受ける体制としております。ま

た、内部通報情報や不正事故等の事故情報についても、人事担当部長が

社外取締役へ報告すると同時に監査役会へ報告することとしており、そ

の他、安全衛生管理及び品質管理に係る情報についても内部監査室、安

全衛生管理室及び品質保証室を通じて監査役会に報告することとしてお

ります。

ロ. 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれら

の者から報告を受けた者が当社の監査役に報告する為の体制

　子会社の内部通報情報や不正事故等の事故情報についても、親会社の

人事担当部長が親会社の社外取締役へ報告すると同時に監査役会へ報告

することとしており、その他、子会社の安全衛生管理及び品質管理に係

る情報についても内部監査室、安全衛生管理室及び品質保証室を通じて

監査役会に報告することとしております。
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⑨ 前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

　コンプライアンスの強化を目的とした「内部通報規程」により、報告を

したことにより報告者が不利な取扱いを受けないこととしております。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方

針に関する事項

　取締役は、監査役会が監査に際し必要な費用を請求し、それが監査役の

職務の執行に必要でないと認められる場合を除きこれを拒むことが出来な

いこととしております。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　代表取締役社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合

を持つこととしております。また、「内部監査規程」において、内部監査

室長は監査役との密接な連携を保つよう努めなければならない旨を定め、

監査役の監査の実効性確保を図っております。

⑫ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　取締役は当連結会計年度において取締役会を14回開催し、経営成績や事

業環境、リスク管理など重要な情報の共有化を行い、効率的な職務執行を

行っております。

　監査役は当連結会計年度において監査役会を16回開催し、職務執行に関

しコンプライアンス上問題が無いことを確認しております。また、当社及

び子会社の取締役会をはじめとする重要な各会議に参加し事業計画の到達

状況の報告等を受けております。

　内部監査室は自らが作成した子会社を含む内部監査計画に基づき、定期

的な内部監査を実施し、監査を実施した全ての業務が法令、定款及び社内

規程に準拠し、適正かつ合理的に行われていること、また、会社の制度・

組織・諸規則が適正・妥当であり、会社財産の保全及び効率的な経営が行

われていることを確認しております。

　なお、上記以外につきましても、継続的な改善を行い、適正かつ効率的

な体制になるよう努めております。
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(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、企業体質の強化と今後の事業展開を図るための内部留保に努めな

がら、安定かつ継続的な配当を維持することを利益配分の基本方針としてお

ります。

　配当金額につきましては、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一

つと位置づけ、ＤＯＥ（連結株主資本配当率）１％の下限を設けたうえで、

連結配当性向30％を目安に配当を実施してまいります。

　内部留保資金につきましては、激変する社会情勢と予想される経営環境の

変化に対応すべく、財務体質と企業競争力の強化に有効活用し、事業の安定

的拡大に努めてまいりたいと考えております。

　これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、１株に

つき66円（連結配当性向30.9％）とさせていただきます。
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動  資  産】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

契 約 資 産

商 品 及 び 製 品

未 成 工 事 支 出 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定  資  産】

（有形固定資産）

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

（無形固定資産）

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

9,751,644

1,842,790

150,169

754,701

3,617,836

593,381

2,253,988

49,754

399,433

89,890

△302

7,062,824

5,917,383

1,213,523

1,029,037

3,346,150

328,672

146,458

998,982

439,976

321,936

250,786

△13,716
　

【流 動  負  債】 5,463,733

支払手形及び買掛金 2,169,613

電 子 記 録 債 務 119,169

短 期 借 入 金 1,339,862

未 払 法 人 税 等 450,000

賞 与 引 当 金 397,608

役 員 賞 与 引 当 金 72,000

そ の 他 915,480

【固 定  負  債】 1,193,182

長 期 借 入 金 429,812

繰 延 税 金 負 債 30,333

退職給付に係る負債 320,518

役員株式給付引当金 157,030

そ の 他 255,487

負 債 合 計 6,656,915

純 資 産 の 部

【株 主  資  本】 9,964,071

資 本 金 1,752,040

資 本 剰 余 金 903,308

利 益 剰 余 金 7,798,709

自 己 株 式 △489,986

【その他の包括利益累計額】 198,697

その他有価証券評価差額金 189,170

退職給付に係る調整累計額 9,527

【非支配株主持分】 △5,214

純 資 産 合 計 10,157,553

資 産 合 計 16,814,469 負 債 ・ 純 資 産 合 計 16,814,469

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 27 －



（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 26,148,673

売 上 原 価 19,297,306

売 上 総 利 益 6,851,367

販売費及び一般管理費 3,933,154

営 業 利 益 2,918,213

営 業 外 収 益

受取利息及び配当金 15,247

そ の 他 56,031 71,279

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21,630

そ の 他 22,765 44,396

経 常 利 益 2,945,095

税金等調整前当期純利益 2,945,095

法人税、住民税及び事業税 830,951

法 人 税 等 調 整 額 42,336 873,287

当 期 純 利 益 2,071,808

非支配株主に帰属する当期純利益 835

親会社株主に帰属する当期純利益 2,070,972

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 1,752,040 750,178 6,310,481 △336,856 8,475,843

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △582,744 △582,744

親会社株主に帰属
する当期純利益

2,070,972 2,070,972

自己株式の取得 △169,300 △169,300

自己株式の処分 153,130 16,170 169,300

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 153,130 1,488,227 △153,130 1,488,227

当 期 末 残 高 1,752,040 903,308 7,798,709 △489,986 9,964,071

その他の包括利益累計額
非支配株主
持 分

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 142,206 10,597 152,803 △6,050 8,622,596

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △582,744

親会社株主に帰属
する当期純利益

2,070,972

自己株式の取得 △169,300

自己株式の処分 169,300

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

46,964 △1,070 45,893 835 46,728

当期変動額合計 46,964 △1,070 45,893 835 1,534,957

当 期 末 残 高 189,170 9,527 198,697 △5,214 10,157,553

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

連結子会社は㈱福岡ヤマックス、㈱東北ヤマックス、㈱ＨＯＣヤマックスの３社であり

ます。

②非連結子会社の状況

非連結子会社はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社の状況

持分法を適用した関連会社はありません。

②持分法を適用していない関連会社の状況

持分法を適用していない関連会社はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

ロ. 棚卸資産

商品及び製品………………商品・製品・半製品については総平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）

販売用不動産については個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金……………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品…………原材料については総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品については最終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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②固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物…………７～50年

機械装置及び運搬具……６～12年

工具器具備品……………３～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ. リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。

ハ. 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。

ニ. 役員株式給付引当金

役員の当社株式給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく当連結会計年度末にお

ける株式給付債務の見込額を計上しております。
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④収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行

義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下

のとおりであります。

イ．土木用セメント製品事業

土木用セメント製品事業においては、主に土木用コンクリート二次製品の製造及び販

売等を行っております。これら製品・商品等の販売については、顧客にそれぞれを引

き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社及び連結子

会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交

換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識して

おります。

ロ．建築用セメント製品事業

建築用セメント製品事業においては、主に製造請負契約を締結しております。当該契

約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足

に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末

日までの生産量が、予想される生産量の合計に占める割合に基づいて行っておりま

す。

ハ．その他の事業

その他の事業においては、主に木造住宅等の施工販売・不動産の販売を行っておりま

す。これらの販売については、顧客にそれぞれを引き渡した時点で収益を認識してお

ります。
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⑤その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

イ. 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上し

ております。なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適

用しております。

(a) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(b) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理しております。また、過去勤務費用については、

その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額を損益処理することとしております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、

純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上し

ております。

ロ. 消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度に費用処理しております。

⑥関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

（役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、取締役（社外取締役を除く）を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値

との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識

を高めることを目的として、株式報酬制度（株式給付信託）を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交

付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準

じて、総額法を適用しております。

(a) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取

締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を

時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度でありま

す。

(b) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式は、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）によ

り純資産の部に自己株式として計上しており、当連結会計年度末における当該自己

株式の帳簿価額及び株式数は、258,356千円及び454千株であります。
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（1) 担保に供している資産

建物及び構築物 424,923千円

土地 2,055,359千円

計 2,480,282千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,202,892千円

長期借入金 326,896千円

計 1,529,788千円

（2) 有形固定資産の減価償却累計額 12,590,755千円

（3) 受取手形割引高

受取手形裏書譲渡高

電子記録債権割引高

247,387千円

57,699千円

1,455,576千円

（1) 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 11,580千株

配当金の総額 582,744千円

１株当たり配当額 58円00銭

基準日 2025年３月31日

効力発生日 2025年６月25日

配当金の総額 669,723千円

１株当たり配当額 66円00銭

基準日 2026年３月31日

効力発生日 2026年６月24日

２. 連結貸借対照表に関する注記

３. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

（2) 配当に関する事項

①配当金支払額等

2025年６月24日開催の第62回定時株主総会による普通株式の配当に関する事項

（注）配当金の総額には、株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金20,537千円

が含まれております。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2026年６月23日開催予定の第63回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

（注）配当金の総額には、株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金29,970千円

が含まれております。

（3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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連結貸借対照表
計上額（千円）

時　価（千円） 差　額（千円）

(1) 投資有価証券

その他有価証券 389,976 389,976 －

資　産　計 389,976 389,976 －

(2) 長期借入金（※） 809,674 791,665 △18,009

負　債　計 809,674 791,665 △18,009

４. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達する方針

であります。また、一時的な余資を主に流動性の高い金融資産で運用し、短期的な運転

資金を銀行借入により調達しております。

営業債権に係る顧客の信用リスクは、社内規定に沿ってリスクの低減を図っておりま

す。また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、

定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における主な金融商品の連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計

上額50,000千円）は、「その他有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を

省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記

録債務、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注

記を省略しております。

（※）連結貸借対照表上、短期借入金に計上されている１年以内返済予定長期借入金を

含めております。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相

場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ

ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベ

ルに時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 389,976 － － 389,976

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 791,665 － 791,665

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引

されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分

類しております。
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報告セグメント
その他

（注）
合計

土木用セメ

ント製品

建築用セメ

ント製品
計

一時点で移転される財 16,788,504 669,734 17,458,239 836,450 18,294,689

一定の期間にわたり移転される財 － 7,853,984 7,853,984 － 7,853,984

顧客との契約から生じる収益 16,788,504 8,523,718 25,312,223 836,450 26,148,673

外部顧客への売上高 16,788,504 8,523,718 25,312,223 836,450 26,148,673

（1) １株当たり純資産額 1,047円90銭

（2) １株当たり当期純利益 213円65銭

５. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない不動産関連事業であります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4) 会計方針

に関する事項　④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用

し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

６. １株当たり情報に関する注記

　（注）「１株当たり純資産額」の算定上の基礎となる期末株式数及び「１株当たり当期純利

益」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式

に株式給付信託が保有する当社株式を含めております。なお、当連結会計年度におけ

る当該株式の期末株式数及び期中平均株式数は、454千株及び355千株であります。
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動  資  産】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

契 約 資 産

商 品 及 び 製 品

未 成 工 事 支 出 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

【固 定  資  産】

（有形固定資産）

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

（無形固定資産）

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

8,465,552

1,066,919

91,218

559,072

3,362,348

593,381

2,025,142

49,754

369,766

65,195

282,751

6,566,707

5,367,731

920,045

179,797

928,597

92,308

274,085

2,941,588

22,489

8,818

143,881

32,235

111,646

1,055,094

439,976

64,000

1,596

317,881

240,468

△8,828
　

【流 動  負  債】 4,191,102

買 掛 金 1,240,885

工 事 未 払 金 61,966

短 期 借 入 金 1,189,862

リ ー ス 債 務 8,885

未 払 金 65,619

未 払 費 用 546,594

未 払 法 人 税 等 449,102

前 受 金 3,370

未 成 工 事 受 入 金 16,650

預 り 金 19,349

賞 与 引 当 金 367,597

役 員 賞 与 引 当 金 72,000

そ の 他 149,219

【固 定  負  債】 1,087,490

長 期 借 入 金 369,812

長 期 未 払 金 179,700

リ ー ス 債 務 15,788

退 職 給 付 引 当 金 318,029

役員株式給付引当金 157,030

そ の 他 47,131

負 債 合 計 5,278,593

純 資 産 の 部

【株 主  資  本】 9,564,495

（ 資 　 本 　 金 ） 1,752,040

（ 資 本 剰 余 金 ） 903,308

資 本 準 備 金 142,286

そ の 他 資 本 剰 余 金 761,021

（ 利 益 剰 余 金 ） 7,399,133

利 益 準 備 金 170,733

そ の 他 利 益 剰 余 金 7,228,400

繰 越 利 益 剰 余 金 7,228,400

（自 己  株  式） △489,986

【評価・換算差額等】 189,170

（その他有価証券評価差額金） 189,170

純 資 産 合 計 9,753,666

資 産 合 計 15,032,259 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,032,259

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 23,350,038

売 上 原 価 17,251,595

売 上 総 利 益 6,098,442

販売費及び一般管理費 3,141,170

営 業 利 益 2,957,272

営 業 外 収 益

受取利息及び配当金 14,422

そ の 他 35,074 49,497

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19,774

そ の 他 21,949 41,724

経 常 利 益 2,965,045

税引前当期純利益 2,965,045

法人税、住民税及び事業税 830,053

法 人 税 等 調 整 額 41,691 871,744

当 期 純 利 益 2,093,300

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,752,040 142,286 607,891 750,178 112,459 5,776,118 5,888,577

当 期 変 動 額

剰余金の配当 58,274 △641,019 △582,744

当 期 純 利 益 2,093,300 2,093,300

自己株式の取得

自己株式の処分 153,130 153,130

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 153,130 153,130 58,274 1,452,281 1,510,555

当 期 末 残 高 1,752,040 142,286 761,021 903,308 170,733 7,228,400 7,399,133

株 主 資 本
評価・換
算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合 計

その他有価証
券評価差額金

当 期 首 残 高 △336,856 8,053,939 142,206 8,196,146

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △582,744 △582,744

当 期 純 利 益 2,093,300 2,093,300

自己株式の取得 △169,300 △169,300 △169,300

自己株式の処分 16,170 169,300 169,300

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

46,964 46,964

当期変動額合計 △153,130 1,510,555 46,964 1,557,519

当 期 末 残 高 △489,986 9,564,495 189,170 9,753,666

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

関係会社株式………………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

②棚卸資産

商品及び製品………………商品・製品・半製品については総平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）

販売用不動産については個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金……………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品…………原材料については総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品については最終仕入原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）について

は定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物………………………７～50年

構築物……………………10～30年

機械装置…………………７～12年

工具器具備品……………３～８年

②無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

④退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退

職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から損益処理しており、過去勤務費用は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を損益処

理することとしております。

⑤役員株式給付引当金

役員の当社株式給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく当事業年度末における株

式給付債務の見込額を計上しております。
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（4) 収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり

ます。

①土木用セメント製品事業

土木用セメント製品事業においては、主に土木用コンクリート二次製品の製造及び販売

等を行っております。これら製品・商品等の販売については、顧客にそれぞれを引き渡

した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当す

ると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該

他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

②建築用セメント製品事業

建築用セメント製品事業においては、主に製造請負契約を締結しております。当該契約

については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係

る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日まで

の生産量が、予想される生産量の合計に占める割合に基づいて行っております。

③その他の事業

その他の事業においては、主に木造住宅等の施工販売・不動産の販売を行っておりま

す。これらの販売については、顧客にそれぞれを引き渡した時点で収益を認識しており

ます。

（5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、

連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

②消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度に費用処理しております。
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（6) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

（役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、取締役（社外取締役を除く）を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値と

の連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高

めることを目的として、株式報酬制度（株式給付信託）を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付

する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じ

て、総額法を適用しております。

イ. 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取

締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を

時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される株式報酬制度でありま

す。

ロ. 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式は、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）によ

り純資産の部に自己株式として計上しており、当事業年度末における当該自己株式

の帳簿価額及び株式数は、258,356千円及び454千株であります。
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（1) 担保に供している資産

建物 408,010千円

土地 1,650,797千円

計 2,058,807千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,124,892千円

長期借入金 274,896千円

計 1,399,788千円

（2) 有形固定資産の減価償却累計額 10,570,553千円

（3) 受取手形割引高

電子記録債権割引高

236,451千円

1,370,569千円

（4) 関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権 689,729千円

短期金銭債務 14,258千円

（関係会社との取引高）

売上高 879,661千円

仕入高（営業費用含む） 518,428千円

営業取引以外の取引 2,760千円

当事業年度末日における自己株式の種類及び数

普通株式 1,886千株

２. 貸借対照表に関する注記

３. 損益計算書に関する注記

４. 株主資本等変動計算書に関する注記

（注）株式給付信託が保有する当社株式454千株が含まれております。
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繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 115,278千円

退職給付引当金 99,733千円

貸倒引当金 2,768千円

棚卸資産評価損 1,306千円

投資有価証券評価損 65,147千円

その他 296,861千円

繰延税金資産小計 581,096千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △200,223千円

評価性引当額小計 △200,223千円

繰延税金資産合計 380,873千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △62,991千円

繰延税金負債合計 △62,991千円

繰延税金資産の純額 317,881千円

５. 税効果会計に関する注記
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種 類
会 社 等
の 名 称

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社
㈱ＨＯＣヤ
マックス

所有
　直接　50.0

製品の販売等
役員の兼任

製品の販売 879,133 売 掛 金 424,249

業務指導料
等の受入

335,939 未収入金 258,588

種 類
会 社 等
の 名 称

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

役員及び

その近親者

藤本侑徒
　　あかり

被所有
　直接　－

当社取締役
の 近 親 者

住宅の販売 25,545 売 掛 金 －

（1) １株当たり純資産額 1,006円24銭

（2) １株当たり当期純利益 215円96銭

６. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、市場金利等を勘案して決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、市場金利等を勘案して決定しております。

７. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「１．重要な会

計方針に係る事項に関する注記　(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

８. １株当たり情報に関する注記

　（注）「１株当たり純資産額」の算定上の基礎となる期末株式数及び「１株当たり当期純利

益」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式

に株式給付信託が保有する当社株式を含めております。なお、当事業年度における当

該株式の期末株式数及び期中平均株式数は、454千株及び355千株であります。
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 飯 村 光 敏

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 廣 島 武 文

独立監査人の監査報告書

2026年５月15日

株式会社　ヤマックス

取締役会　御中

如水監査法人
福岡県福岡市

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヤマック
スの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤマックス及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表
監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査
役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計
算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の
財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算
書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ
ードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 飯 村 光 敏

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 廣 島 武 文

独立監査人の監査報告書

2026年５月15日

株式会社　ヤマックス

取締役会　御中

如水監査法人
福岡県福岡市

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社
ヤマックスの2025年４月１日から2026年３月31日までの第63期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計
算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責
任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び
監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明す
るものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤り
があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに､関連する
注記事項を含めた計算書類等の表示､構成及び内容､並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する｡

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ
ードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第63期事業年度
における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の
実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及び子会社から成る
企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明
細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人如水監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　　会計監査人如水監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

2026年５月18日

 株式会社ヤマックス　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 松山　隆文 ㊞

監　査　役（社外監査役） 中島　邦介 ㊞

監　査　役（社外監査役） 井上　　勉 ㊞
　

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の配当の件

　第63期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案

いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

　　　金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその金額

　　　当社普通株式　１株につき金66円00銭

　　　配当総額　669,723,450円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　2026年６月24日といたしたいと存じます。
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

いの

井
 

　

うえ

上
 

　

 

　

 

　

せい

誠
 

　

いち

一
 

　

ろう

郎

(1957年10月26日生)

1982年４月 株式会社熊本県民テレビ入社

2014年６月 同社　専務取締役

2020年６月 同社　顧問（非常勤）

2021年４月 株式会社ユメショク　代表取締役

（現任）

2021年６月 株式会社熊本県民テレビ退社

（現在に至る）

－株

第２号議案 補欠取締役１名選任の件

　2025年６月24日開催の第62回定時株主総会において補欠取締役に選任された井

上誠一郎氏の選任の効力は本定時株主総会の開始の時までとされておりますの

で、改めて補欠取締役１名の選任をお願いするものであります。

　補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 井上誠一郎氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３. 井上誠一郎氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、企業経営に関する豊富な経験

と高い見識を有し、客観的かつ独立性の立場に基づく多様な視点から当社経営への監
督と助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるも
のと判断したことによります。

４. 補欠の社外取締役候補者が、取締役に就任する場合に締結する予定の責任限定契約の
内容の概要は以下のとおりであります。
当社の責任限定契約は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に
規定する額となります。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の社外
を含む取締役と監査役であり、保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約
により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び
損害賠償金が填補されることとなります。ただし、故意又は重過失に起因して生じた
当該責任は填補されない等の免責事由があります。なお、補欠の社外取締役候補者
が、取締役に就任する場合は、当該保険契約の被保険者となります。

６. 井上誠一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同
氏が社外取締役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る
予定であります。
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

ほり

堀
 

　
 

　
 

　
 

　
よし

芳
 

　
 

　
ろう

郎

(1964年７月26日生)

1982年７月 青山監査法人　入社

1995年７月 堀公認会計士事務所　開設

　　　　　　（代表）（現任）

2014年４月 福岡監査法人　開設

　　　　　　（代表社員）（現任）

2019年７月 熊本国際空港株式会社　監査役

　　　　　　（現任）

2024年９月 国立大学法人九州大学　監事

　　　　　　（現任）

（現在に至る）

〔重要な兼職の状況〕

　堀公認会計士事務所　所長

　熊本国際空港株式会社　監査役

　国立大学法人九州大学　監事

－株

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選

任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 堀芳郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３. 堀芳郎氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として専門的な知識と

経験を有し、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したことに
よります。

４. 補欠の社外監査役候補者が、監査役に就任する場合に締結する予定の責任限定契約の
内容の概要は以下のとおりであります。
当社の責任限定契約は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に
規定する額となります。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の社外
を含む取締役と監査役であり、保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約
により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び
損害賠償金が填補されることとなります。ただし、故意又は重過失に起因して生じた
当該責任は填補されない等の免責事由があります。なお、補欠の社外監査役候補者
が、監査役に就任する場合は、当該保険契約の被保険者となります。

６. 堀芳郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が
社外監査役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定
であります。

以　上
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株主総会会場ご案内図

■　場　　所　　熊本市中央区大江２丁目７番１号

公益財団法人熊本県立劇場　演劇ホール

(096)363-2233

（当会場の駐車場は有料となっております）


